
第３表                                 学校名  清瀬市立清瀬中学校 

（３）生活指導・進路指導 

   ア 生活指導 

学校環境適応感尺度を活用し、生徒の心情を理解するとともに、より的確に人間関係を

把握し望ましい集団づくりを行う。心の触れ合いを大切にした指導を行い、組織的にいじ

めの早期発見・早期対応を行う。 

イ 進路指導 

自己の将来に対する目的意識を育て、生涯にわたって学習を継続しようとする意欲や、

自己の能力や個性を生かして進路を主体的に選択する能力を育てる。そのために進路情報

の収集や活用に係る体験的な学習（上級学校訪問等）を行う。 

（４）特別な配慮を必要とする生徒への指導 

ア 学校全体としての指導 

（ア）特別支援教育の充実に関わること 

清瀬市特別支援教育推進計画（第四次実施計画）に基づき養護教諭やＳＣを含めた教

育相談及び校内委員会を組織的に行う。また特別支援教育コーディネーターの複数配置

及び就学相談員との協働により、保護者の思いを受け止めた教育相談を推進する。 

（イ）帰国児童・生徒や外国人児童・生徒の学校生活への適応や日本語の習得に関わること 

      生徒の実態に即し、日本語講師と連携して対応に当たる。必要に応じて子ども家庭支

援センターなどの機関との連携を図る 

（ウ）不登校児童・生徒への配慮に関わること 

      巡回心理士や教育相談員の助言を得ながら、個々の生徒や家庭の実情を含めてしっか

りとアセスメントを行い、外部機関と連携して対応する。 

イ 特別支援教室における指導及び配慮事項 

（ア）自立活動 

対象児童・生徒の障害の状態等の把握に基づいて、通常の学級での状況や必要となる

特別の指導の内容や時間等を検討し、自立活動を行う。開室日以外の日の特別支援教室

専門員や巡回時の臨床発達心理士の存在感を高め、在籍学級担任との面談や当該生徒保

護者との面談を定期的に実施し、効果的な指導を行う。 

（イ）配慮事項 

入室退室判定に当たっては、特別支援教育コーディネーターを要とした校内委員会の

機能を十分に発揮させ、情報の整理活用に努める。 

３ 学年別授業日数及び授業時数の配当   （１）年間授業日数配当表 

    月 

学年 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

1 16 19 22 14 1 20 22 20 18 17 18 19 206 

2 16 19 22 14 1 20 22 20 18 17 18 19 206 

3 16 19 22 14 1 20 22 20 18 17 18 15 202 

備
考 

・第１学年は、４月８日(木)入学式、他学年は４月７日(水)に始業式を行うが、４月 

 ８日(木)は入学式に参列しないため休業日となる。 

・第３学年は、３月１８日(金)に卒業式、他学年は３月２５日(金)に修了式を行う。 

 従って第３学年の３月の授業日数が４日少ない。 

・８月３１日(火)は授業日１日とする。従って、夏季休業日は７月２１日(水)～８月 

 ３０日(月)とする。・１単位時間は５０分とする。  
 


